
 

北広島市国民健康保険税条例の一部改正について 
 
１ 改正の趣旨 

国民健康保険制度は、平成２９年度まで市町村単位で運営してきましたが、市町村間の負担の格
差や小規模市町村の財政の不安定さ等の問題を抱えており、このような状況を改善し、負担の公平
化と財政運営の安定化を図り持続可能な医療保険制度を構築するため、平成３０年度から、都道府
県単位で国保運営をすることとなりました。都道府県は、財政運営や効率的な事業実施等の中心的
な役割を担い、市町村は引き続き、資格管理や保険給付、保険税の賦課・徴収、保健事業を実施し
ております。 

新たな制度では、北海道は、市町村へ保険給付に要する費用を全額交付し、市町村は、北海道が
決定する「国民健康保険事業費納付金」を納付するため、北海道から示される市町村ごとの「標準
保険料率」を基に税率を決定し、保険税を賦課・徴収することとなりました。 

この度の改正は、北海道から示された令和 2 年度の市町村ごとの「国民健康保険事業費納付金」
及び「標準保険料率」を基に、本市における被保険者の負担軽減対策を講じたうえで保険税率の改
定を行うため、北広島市国民健康保険税条例の一部を改正するものです。 
【施行予定日 令和 2 年 4 月 1 日】 
 
２ 保険税率改定案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○所得割・・・被保険者それぞれの総所得金額等から基礎控除３３万円を控除した額に税率を乗じた額 

○均等割・・・被保険者１人あたり 

○平等割・・・１世帯あたり 

 

 

現行税率 改定案税率 差

所得割 7.64% 7.68% 0.04％

均等割 22,400円 22,600円 200円

平等割 25,500円 25,600円 100円

所得割 2.44% 2.58% 0.14％

均等割 6,400円 6,700円 300円

平等割 8,600円 9,100円 500円

所得割 2.14% 2.10% ▲0.04％

均等割 8,300円 8,200円 ▲100円

平等割 4,200円 4,200円 0円

所得割 12.22% 12.36% 0.14％

均等割 37,100円 37,500円 400円

平等割 38,300円 38,900円 600円

医療分

後期高齢者支援金分

介護納付金分
（40歳以上64歳以下）

合計
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３ 国民健康保険事業費納付金等の算定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

４ 改正の影響（モデル世帯の保険税額比較（年額）） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行 改定案 差額 増減率
所得33万円以下 18,800 19,100 300 1.6%
所得100万円 130,300 132,600 2,300 1.8%
所得33万円以下 22,500 22,800 300 1.3%
所得100万円 157,100 159,000 1,900 1.2%

２人世帯（介護あり） 所得100万円 171,700 173,700 2,000 1.2%
３人世帯（うち2名介護あり） 所得100万円 152,400 154,200 1,800 1.2%

モデル世帯

１人世帯（介護なし）

１人世帯（介護あり）

１人, 61% ２人, 32% ３人, 
5%

４人以上, 2%【参考1】 世帯の被保険者数ごとの世帯構成割合

33万円以下, 45% 33万円超100万円
以下, 20%

100万円超200万円
以下, 23%

7% 5%

【参考2】 所得階層ごとの世帯構成割合 200万円超300万円以下

300万円超

⑤現行税率による
推計収納額

1,136,118千円

 ④激変緩和措置(道)
50,300千円

① 国民健康保険

 ②公費等の加算減算
　　 334,936千円

　事業費納付金
1,487,974千円

 ③保険税収納必要額
　（①－②）
　  1,153,038千円

②公費等の加算減算
【主な加算項目】
・保健事業費(一般会計繰入金で負担するため加算なし)
【主な減算項目】
・（国）特別調整交付金、保険者努力支援制度
・（道）2号繰入金
・一般会計繰入金 法定基準内
（財政安定化支援分、基盤安定支援制度分）
・一般会計繰入金 法定基準外
（医療費助成の波及に対する公費減額補てん分）

④激変緩和措置（道）
・急激な負担の増加を避けるため、前年度と比較して２％
を超える分を都道府県繰入金等で補てん
・自然増分（医療費等の増）は対象としない
・H30～R5の6年間の措置（3年ごとに見直し）

① 国民健康保険事業費納付金(市町村が北海道へ納付する額)
全道でかかる費用から公費等を除いた額を各市町村の被保険者数、
世帯数、所得額、医療費等により配分

③保険税収納必要額（保険税で集める額）
＝①国民健康保険事業費納付金－②公費等の加算減算
この額を賄うための税率を算定する

16,920千円
1.5％増
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